
ロープ⾼所作業を⾏う事業者の皆さまへ

「ロープ高所作業」での危険防止のため
労働安全衛生規則を改正します
「ロープ高所作業」での危険防止のため
労働安全衛生規則を改正します
施⾏⽇は平成28年１⽉１日 但し、特別教育の施⾏⽇は平成28年７⽉１日

※ 昇降器具…労働者⾃らの操作により上昇し、⼜は降下するための器具であって、作業箇所の上方に
ある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに身体保持器具を取り付けたもの

※ 身体保持器具…労働者の身体を保持するための器具

ロープ高所作業における危険の防止のための規定ロープ高所作業における危険の防止のための規定

１ ライフラインの設置 安衛則第539条の２

２ メインロープ等の強度等 安衛則第539条の３

３ 調査及び記録 安衛則第539条の４

４ 作業計画 安衛則第539条の５

5作業指揮者 安衛則第539条の６

６ 安全帯・保護帽 安衛則第539条の７・安衛則第539条の８

７ 作業開始前点検 安衛則第539条の９

特別教育を必要とする業務の追加特別教育を必要とする業務の追加

特別教育 安衛則第36条・第39条・安全衛生特別教育規程第23条

教育科目 内 容 時 間

学
科
教
育

１ ロープ⾼所作業に関する知識 ロープ高所作業の方法 １時間

２ メインロープ等に関する知識 ・メインロープ等の種類、構造、強度、取扱い⽅法
・メインロープ等の点検と整備の方法 １時間

３ 労働災害の防⽌に関する知識 ・墜落による労働災害の防⽌のための措置
・安全帯、保護帽の使用方法と保守点検の方法

１時間

４ 法令関係 法、令、安衛則内の関係条項 １時間

実
技
教
育

１ ロープ高所作業の方法
墜落による労働災害防⽌のための措置
安全帯と保護帽の取扱い

・ロープ高所作業の方法
・墜落による労働災害の防⽌のための措置
・安全帯と保護帽の取り扱い

２時間

２ メインロープ等の点検 メインロープ等の点検と整備の方法 １時間

（H28.5）

５月・６月は労働災害が増加傾向に
着工期における重篤災害の撲滅を
－工事「着工期」こそ、安全対策の「質」を決める時期－

◆ 建設業の月別労働災害発生件数の推移(過去５か年間の各⽉計）

296 332 299 304 409 436 475 450 467 504 476 429
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◆ 「着⼯期」こそ、安全対策の「質」を決める時期。元⽅事業者による統括安全衛⽣管理の徹底を。

1 経営トップが安全衛生方針を表明し、自ら安全衛生パトロールを実施しましょう。
2 工法の選定や施工計画及び作業計画の作成（変更）に当たっては、リスクアセスメント
を実施しましょう。その結果に基づいたリスク低減措置を講じましょう。

3 新規入場者教育、送り出し教育や職⻑教育、雇⼊れ時教育、交通安全教育を確実に⾏い
ましょう。

4 全員参加による設備・作業⾏動の総点検を実施しましょう。
① 機械、設備等の不安全状態の特定と改善
② 「ヒヤリ・ハット」活動・「危険予知」活動を通した安全意識の⾼揚

③ 作業場所巡視等による不安全⾏動の点検と改善

◆ 建設⼯事着⼯期に発⽣した死亡災害事例
発生月 業種 発注者 災 害 事 例

４月 その他 公共 ランマーを使用して作業中、乗⽤⾞に激突され停⾞していたダンプとの間に挟
まれたもの。

５月 土木 公共 深さ１．７ｍの掘削溝内に入り、土止め支保工設置作業中、地山が崩壊し生き
埋めとなったもの。

５月 土木 ⺠間 法肩で移動式クレーンに資材を玉掛作業中、資材と共に傾斜地を滑落したもの。

６月 土木 公共 橋梁の補修作業中、点検⼝から墜落し被災したもの。

〜安全帯はハーネス型を使⽤しましょう〜
北海道労働局・労働基準監督署(支署)



交通ヒヤリマップを作成していますか。

建設機械や移動式クレーンの作業計画をリス
ク管理に基づき、作成（変更）していますか。

新規入場者教育等を実施していますか。

足場、はしご等からの墜落・転落災害防⽌措
置は出来ていますか。

北海道労働局・労働基準監督署(支署) [工事事務所などに掲示しましょう]

STOP！労働災害
建設工事着工期における重篤災害の撲滅を

－「着工期」こそ、安全対策の「質」を決める時期－


